
第３次草津市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画における中間見直しについて 

 

１ 中間見直しの実施時期の変更 

  令和４年３月に策定した「第３次草津市一般廃棄物（ごみ）処理本計画」では、「ごみの減量が

進んでいない場合、令和７年度および令和１１年度に、計画目標の達成に向け、施策の見直しおよ

び新たな施策展開に取り組みます。」としていますが、施策の推進により毎年度の目標値を達成し

ていることから、令和７年度に予定していた中間見直しを実施しないこととします。 

ただし、ごみの減量が進んでいることから、本計画の中間年度である令和９年度において、本計

画の中間見直しを実施することとします。 

【現計画】 

  計画期間：令和４年度～令和１４年度 

  中間見直：ごみの減量が進んでいない場合は、令和７年度および令和１１年度に中間見直し 

【変更後】 

  計画期間：令和４年度～令和１４年度【変更なし】 

 中間見直：本計画の中間年度である令和９年度に中間見直し 

 

【計画見直し予定年度の変更案】  

 

 

２ 今後のスケジュール 

令和７年６月 

    議会報告後 

    ９月 

議会へ報告 

本計画の中間見直しの実施時期の変更（方針決裁） 

草津市廃棄物減量等推進審議会にて報告 

 

３ 参考（目標値と実績値の推移） 

（１）１人・１日あたりの家庭系ごみ量（集団回収含む）         （単位:g／人・日） 

 R4 R5 R6 R14（目標年次） 
目標値 546.2 534.4 519.2 509.0 
実績値 515.4 490.6 479.1 － 

（２）1人・1日あたりの事業系ごみ量                （単位:g／人・日）           

 R4 R5 R6 R14（目標年次） 
目標値 258.7 252.4 244.3 244.3 
実績値 240.0 233.4 234.8 － 

 

（計画期間の中間年度） 

【報５－１】 


